
【訪看鳥 Ver4.00.01機能追加のご案内】 

訪看鳥 Ver4.00.01では下記機能を追加いたしました。 

 

【介護保険】 

◆サービス提供票に限度額対象外加算（緊急時訪問看護加算、特別管理加算等）も

印字可能になりました。 

 

訪看鳥【メインメニュー】→[その他]→[設定変更・メンテナンス]の順に開きます。 

「提供票に限度管理対象外加算も印字」にチェックをつけ、[設定]をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「提供票に限度管理対象

外加算も印字」にチェック 



◆サービス実績画面に「加算のみ」を算定可能にする機能を追加しました。 

 例：ターミナルケアを行った日が月の月末であって、利用者の死亡月がその翌月である場合 

■加減算（1）にある「ターミナル」にチェック 

 加減算（2）の「加算のみ算定」にチェックをつけて死亡日にカレンダー画面に貼り付けてく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【重要】 

◆定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合の介護給付費明細書の

摘要欄について 

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護との連携を請求する場合、介護給付費明細書の摘要欄

に「訪問看護の実施回数」の記載が必要です。訪看鳥では以下の操作をおこない、実施回

数の入力をおこなってください。 

 

【操作手順】 

※下記操作はサービスを登録し、実績の集計後の作業となります。 

１）【メインメニュー】→［実績確定／請求書出力］→［印刷］の順にクリックします。 

２）［介護給付費明細書］をクリックすると、【介護給付費明細書印刷選択・修正】画面が 

表示されます。 

３）該当の利用者様の選択にチェックをつけ、［確認・修正］をクリックします。 

４）【帳票（様式）・事業所選択】画面が表示されますので、該当の年月度、様式(２）と 

なっている項目をクリックし、右下の［選択］をクリックすると、【介護給付費情報編集

画面】になりますので、[摘要]に「訪問看護の実施回数（単位は省略する）を入力してく

ださい。 

 

 



【介護給付費情報編集画面】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【医療保険】 

◆月をまたいだ場合の訪問看護基本療養費で、該当月の初日が「週 4日目以降」の

場合については自動で算定可能になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「訪問看護基本療養費」の

算定は、日曜日を起点とす

る「暦週」とされているた

め、5月 1日は「週 4日目

以降」の算定になります。 

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護との連携」を 

請求する場合、摘要欄に「訪問看護を実施した回数」

の記載が必要です。 

例：５回おこなった場合は、摘要欄に「5」と数字のみ

入力してください。（単位（回）は入力する必要なし） 

 



◆サービス実績画面に「加算のみ」を算定可能にする機能を追加しました。 

 例：ターミナルケアを行った日が月の月末であって、利用者の死亡月がその翌月である場合 

■「3」タブにある「ターミナル」と「加算のみ算定」にチェックをつけて死亡日に 

カレンダー画面に貼り付けてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他】 

◆訪問看護計画書・訪問看護報告書等の帳票で利用者選択時、 

エラー表示される不具合を修正いたしました。 

 また、訪看鳥 Ver3で作成した訪問看護計画書等の帳票を個別で 

再度取り込める機能を追加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「帳票情報を取り込みなおす」にチェックをつけ、利用者マスタをクリックすると、 

「帳票データ取り込み（訪問看護計画書等）」画面が表示されます。 

該当者を選択し、取込実行をクリックしてください。 

※取り込みを行うと訪看鳥 Ver4 で入力した情報は消去されるのでご注意ください。 

 

 

◆訪看鳥 Ver4.0 のショートカットアイコンの背景色を変更しました。 

■ターミナルケア加算のみを算定する場合 

「3」タブにある「ターミナルケア」と「加算のみ」

にチェックをつけ、カレンダーに貼り付け登録 

してください。 


